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定期監査の結果について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定によ

り定期監査を実施したので、同条第９項の規定によりその結果を次のとおり報告し

ます。 
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平成２７年度第３回定期監査結果報告書 

 

第１ 監査の概要 

 

１ 監査の種類 

  地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定による監査 

 

２ 監査の対象 

市民部(市民課、保険年金課、課税課、収納課)所管の事務 

 

３ 監査の範囲 

(1) 予算執行事務（平成２７年４月１日から平成２７年１１月末日までの執行

分） 

(2) 物品管理事務 

(3) その他財務に関する事務 

 

４ 監査の期間 

  平成２８年１月１２日から平成２８年３月８日まで 

                     

５ 説明の聴取 

実施月日 監査の対象 

２ 月 ９ 日(火) 市民課 

２ 月 ９ 日(火) 保険年金課 

２ 月 ９ 日(火) 課税課 

２ 月１０日(水) 収納課 

 

６ 監査を実施した監査委員 

原 田 友 義 

波多野   健 

 

７  監査の方法 

監査の実施に当たっては、予算執行事務、物品管理事務、その他財務に関す 

る事務が適正かつ効率的に執行されているかを主眼として、それぞれ関係職員

から事務内容の説明を聴取するとともに、関係書類を検証し事務処理状況を確

認した。 
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第２ 監査の結果 

 

１ 監査の結果  

 

監査対象とした市民部の市民課、保険年金課、課税課及び収納課の所管の予

算執行状況は別表のとおりで、計数の誤りは認められず、事務事業についても、

試査による検証並びに実査の結果、各事務処理状況は適正に処理及び管理がな

されており、全般的に「おおむね良好」であると判断した。 

なお、各課への要望等について、次のとおり記述する。 

 

２ 各課への要望 

 

(1) 利用しやすい窓口について（市民課） 

市民課及び出張所窓口には、毎日多くの市民が来庁し、職員の応対が市役

所全体のイメージを左右する。  

今後も、親切、丁寧はもちろんのこと、来庁者の立場で、分かりやすく、利

用しやすい窓口を目指し、より一層のサービス向上に努めていただきたい。 

 

(2) 国民健康保険事業の健全な運営に向けて(保険年金課) 

歳入では、国民健康保険税の大幅な伸びが見込めないこと、歳出では、保

険給付費が増加傾向にあることから、今後も保険税の徴収対策を行い、税の

公平性を図り、あわせてレセプト点検等による医療費の適正化に努め、国民

健康保険事業の健全運営に取り組んでいただきたい。 

 

(3) 公平で適正な課税について(課税課)   

今後において、景気の好転や人口増加による税収の伸びは考えにくいこと

から、未申告者・未登録調査や現況調査など継続して実施し、課税客体の的

確な把握に努め、公平で適正な課税の確保に取り組んでいただきたい。 

 

(4) 収納率向上を目指して(収納課) 

市政運営で重要となる自主財源の確保や、市民の税負担についての公平性

を保つために収納率の向上は重要性を増している。 

今後も納付方法の多様化や納税に対する市民の意識を高め、収納率向上を

目指していただきたい。 

 

 



 

- 3 - 

 

３ まとめ 

 

今回の定期監査において、各担当者から事業執行事務等を審査項目ごとに聴

取し、窓口業務が多い市民部は、市役所業務の最前線と再認識したところであ

る。 

今後においても、職員各々が市役所の顔としての自覚を持ち、誠実で丁寧な

対応、的確で迅速な事務の遂行を心掛け、市民の視点に立った効果的かつ効率

的なサービスの提供と市民福祉の増進に努められたい。 

 


